
平成２０年度から廃食用油
回収場所を新たに右記２箇
所に設置しました。



ここだよ

「廃食用油回収BOX」は、次の

ところに設置されていますの

で、ご利用ください。

廃食用油
回収BOX

持ち込み方法は

持ち込み容器は

持ち込み時間は

　「廃食用油回収BOX」を、彦根市役所（１階生活環境課）、清掃センター（玄関口）、福祉保健センター（１
階ロビー）、鳥居本出張所、稲枝支所,高宮出張所、河瀬出張所、亀山出張所、旭森地区公民館（自転車
置き場）、リサイクルステーション（銀座商店街通り）に設置しています。下記の持ち込み容器をそのまま
ボックス内にお入れください。（なお食用油以外のものは絶対に混ぜないでください。）

　ペットボトルもしくは、専用容器（廃食用油以外には使用しないでください。）を使ってください。（専用容器
をご利用される方は係りの者におたずねください。また、廃食用油を容器にいれる時は、廃食用油を
十分に冷ましてから入れてください。また、油がもれないようしっかりとキャップがしまる容器
に入れください。）

・彦根市役所・福祉保健センター・鳥居本出張所・稲枝支所・高宮出張所、河瀬出張所、亀山出張所は午
　前８時３０分から午後５時１５分までの間でお願いします。（各回収BOXは屋内に設置してあります。）
　(土、日曜日、祝日は除く）
・清掃センターでは２４時間回収しています。(玄関口）
・旭森地区公民館では２４時間回収しています。（自転車置き場）
・リサイクルステーション（銀座商店街通り）は、午前１０時OO分から午後４時OOまでの間でおねがいし
　ます。　　　　（日、木曜日は除く）

お問い合わせは、清掃センター管理課　０７４９－２２－２７３４　または、生活環境課　０７４９－３０－６１１６まで、お願いします。


